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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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システム及びソフトウェア製品の品質要求及び 

評価（SQuaRE）－開発者，取得者及び 

独立した評価者のための評価手引 

Systems and software engineering- 
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Evaluation (SQuaRE)-Evaluation guide for developers, acquirers and  

independent evaluators 

 
序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 25041 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

情報技術の使用が増加するにつれ，重大なシステムの数も増加している。このようなシステムには，例

えば，セキュリティ面での重大なシステム，生命に関しての重大なシステム，経済面での重大なシステム，

及び安全面での重大なシステムを含む。このような重大なシステムのシステム及びソフトウェア製品の品

質は，ソフトウェア障害が重大な結果を引き起こすかもしれないので，特に重要である。 

評価は，対象がその明示された基準を満たす程度を体系的に決定することである。製品品質の評価は，

ソフトウェアの取得及び開発の双方に不可欠である。ソフトウェア品質の様々な特性の相対的な重要さは，

そのソフトウェアを包含するシステムの意図した使用又は目的に依存している。すなわち，関連した品質

特性がシステムの要求事項を満たしているかどうかを決定するために，製品を評価する必要がある。 

この規格は，SQuaRE シリーズ規格の一つである。JIS X 25040 は，製品品質評価のための全般的な要求

事項及び全般的な推奨事項のほかに，関連する全般的な概念を含む。この規格は，JIS X 25040 に基づく開

発者，取得者及び独立した評価者に関連する特定の課題を提供する。 

SQuaRE シリーズ規格を作成する全般的な目標は，次の二つの主なプロセスを網羅する，論理的に系統

付けられ，強化され，統合されたシリーズに移行することである。その二つのプロセスとは，ソフトウェ

ア品質要求事項仕様化プロセス及びソフトウェア製品の品質評価プロセスで，ソフトウェア品質測定プロ

セスによって支援されている。SQuaRE シリーズ規格の目的は，品質要求事項の仕様及び評価を使って，

製品の開発者及び取得者を支援することである。SQuaRE シリーズ規格の目的は，利用者が製品品質要求

事項の仕様，それらの測定及び評価に対する基準を確立することを支援することである。SQuaRE シリー

ズは，品質の顧客定義と開発プロセスの特徴とを対応付けるための品質モデルを含む。加えて，SQuaRE

シリーズは，開発者，取得者及び独立した評価者が使用することができる，製品の特徴の推奨測定量を提

供する。 

SQuaRE シリーズは，次を提供する。 


